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自動車の消費税調整に関する通知 

財政部は、2016年 11月 30日付けで合理的な消費、所得再分配機能の強化、省エネルギー・排出削減を促進させるため国務院承認

を得て自動車輸入の段階で消費税を調整する公告「財税〔2016〕129号」を公布した。同公告によって自動車の課税対象税目に超高級

車が追加された。超高級車とは、1台当たり小売販売価格が 130万人民元以上（増値税含まず）の乗用車及び中・軽型商用車を指し、

小売段階における通常の税金に加えて販売価格の 10%を消費税として徴収する。また「財関税〔2016〕63号」によって在外中国大使

館・領事館職員、在中外国公館・同職員、中国常住の外国人が個人使用目的で輸入、或いは政府間協議・取り決めに基づく場合も消

費税の課税対象となる。この際、課税価格が 130万人民元以上の超高級車の消費税は生産（又は輸入）段階における徴収に加えて、

小売段階でも 10%の消費税を徴収し、税関が徴税代行する。上記公告は 2016年 12月 1日より施行される。 

機電、精製油など製品輸出還付率の引上げに関する通知 

財務部は、2016年 11月 4日付けで国務院承認の公告「財税〔2016〕113号」を公布した。同公告によってカメラ、ビデオカメラ、エンジ

ン、ガソリン、航空灯油、ディーゼル製品の輸出還付率が 17%に引上げられる。同公告は 2016年 11月 1日より施行される。 

「中華人民共和国輸出入税則本国細目の注釈（2016年の追加・調整項目Ⅱ）」の公布に関する公告 

税関総署は、2016年 11月 18日付けで輸出入貨物の荷送人・荷受人及び代理人が「中華人民共和国輸出入税則」に従って輸出入

貨物の商品分類を正確に申告するための最新基準及び技術を前提にした「総署公告〔2016〕65 号」を公布し、「中華人民共和国輸出

入税則本国細目の注釈」に内容を補足した。 

注記：世界税関機構（WCO）は「商品の名称及び HSコード協調制度」を改定した。2012年版の「協調制度」に比べ 2017年版は合計

242項目の修正が行われた。今回「協調制度」の改定ポイントは世界的にも関心の高い環境、社会関連事項で主に食糧安全及び環境

保護である。また関連する注釈、項目、細目及び品目に対しても調整を行った。 

「商品分類事例照合システム」の試験的稼働に関する公告 

税関総署は、2016年 11月 24日付けで「総署公告〔2016〕66 号」を公布して「商品分類事例照合システム」の試験稼働のために「分

類事例を照合できる機能」を付け加えた。これにより荷送人・荷受人及び代理人が税関に輸出入貨物を申告する場合には当該機能を

利用して自社の輸出入商品と類似する分類事例データから商品分類と申告が行える。同公告は 2016年 11月 24日より施行される。 

加工貿易用に輸入した消耗品管理を規範化する公告 

税関総署は、加工貿易用に輸入した消耗品管理の一貫性の確保及び規範化するため、2016年 11月 28日付けで「総署公告〔2016〕

67号」を公布して消耗品に対する保税方式の監督管理を規定した。同公告は 2017年 1月 1日より施行される。加工貿易企業が消耗

品を輸入する場合には企業の性質、貿易形態（進料加工、来料加工）、個別申告の輸入か否かは制限されない。ただし、輸入した消耗
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品が加工貿易禁止類商品目録に追加された場合には加工貿易制限商品として管理され、保税方式に基づく監督管理は行われない。

消耗品又はその使用製品が中国国内販売となった場合には税関は当該消耗品に対して課税及び延滞利息を徴収する。 

税関の特殊監督管理地域における国内委託加工業務の展開に関する公告 

税関総署は、2016年 11月 29日付けで税関の特殊監督管理地域における国内委託加工業務管理を規範化するため「総署公告

〔2016〕68号」を公布した。同公告によると、税関特殊監督管理地域内企業（以下「区内企業」）が国内委託加工業務を行う場合には国

内委託加工業務専用の電子帳簿（H帳簿）を備え、国内委託加工業務用の貨物をその他の保税貨物と区別して管理、保管しなければ

ならない。国内委託加工業務に使用される原材料・部品は、原則的に税関特殊監督管理地域外の企業（以下「区外企業」）から支給さ

れる。区内企業の保税原材料・部品を使用する場合には事前に税関に届出る。国内（区外）企業から区内に搬入かつ国内委託加工業

務に使用される原材料・部品は、輸出関税の課税対象に該当するため企業は保証金を支払わなければならない。同公告は公布日即

日から施行される。 

逆委託加工貿易関連事項に関する公告 

税関総署は、2016年 11月 28日付けで逆委託加工貿易貨物の監督管理を規範化するため「総署公告〔2016〕69号」を公布した。同

公告は税関が帳簿管理方式により逆委託加工貿易貨物を監督管理し、かつ提出すべき書類を明確にした。同時に税関総署から逆委

託加工貿易の貨物輸出及び再輸入の同一税関への申告ならびに申告手続きを説明している。同公告は 2016年 11月 30日より施行

される。 

税関特殊監督管理地域帳簿の「1回の届出による複数回の使用」に関連する公告 

税関総署は、2016年 11月 30日付けで「総署公告〔2016〕70号」を公布した。同公告によると、税関特殊監督管理地域内企業（以下

「区内企業」）が税関特殊監督管理地域の管理システムに基づいて帳簿を届出る場合、その手続は税関特殊監督管理地域の管轄税

関に、企業情報、搬出入貨物などの関連情報を一括して届け出るとともに、許可後は税関関連業務の帳簿を繰り返し使用できることを

明確にした。同公告は公布日即日より施行される。 

税関特殊監督管理地域内でコモディティ現物保税取引の監督管理に関する公告 

税関総署は、2016年 11月 30日付けで税関特殊監督管理地域におけるコモディティの現物保税取引業務の展開を規範化するため

「総署公告〔2016〕71号」を公布した。同公告にると、現物取引の貨物の種類別に現物市場の運営業者又は委託第三者の倉荷証券公

示機構は事前に税関に届出なければならない。国内外の税関特殊監督管理地域外（以下「区外」）から引渡倉庫に搬入されるコモディ

ティは、現行の貨物輸出入規定に従い税関手続きを行なわなければならない。なお、コモディティは引渡倉庫内の指定場所に配置して

明瞭に標識表示しなければならない。同公告は公布日即日から施行される。 

税関特殊監督管理地域で保管貨物のステータス別監督管理に関連する公告 

税関総署は、2016年 11月 30日付けで「総署公告〔2016〕72号」を公布した。同公告によると、税関特殊監督管理地域内企業（以下

「区内企業」）が非保税の保管貨物を取り扱う場合には管理委員会の審査・承認を得た後に税関申告しなければならない。税関は関連

規定に従って区内企業及び同保管貨物の物流、商流及び情報調査を実施する。同公告は公布日即日より施行される。 

税収徴収管理方法改革パイロットプログラムの適用範囲の拡大に関する公告 

税関総署は、2016年 11月 30日付けで税収徴収管理方法改革を促進するため「総署公告〔2016〕73号」を公布し、税収徴収管理方

法改革パイロットプログラムの適用範囲を拡大させる。これは長江経済ベルトエリアの税関（上海、南京、杭州、寧波、合肥、南昌、武

漢、長沙、重慶、成都、貴陽、昆明の税関、以下同様）の管轄区域内の港湾を経由して輸入する場合で、かつ通関書類が長江経済ベ

ルト地帯の税関に対しペーパレス化の申告となる場合には「中華人民共和国輸出入税則」第 84、85、90章に記載する商品が対象で

ある。同公告は 2016年 12月 1日より施行される。 

上述の加工貿易保税監督管理に関する税関総署公告の分析は、KPMG中国が 2016年 12月 8日に刊行したチャイナタックスアラー

ト「中国税関が加工貿易の革新的発展に向けた新政策を公布」に記載されています。詳細は下記リンク（中国語版）をご参照ください。 

https://home.kpmg.com/cn/zh/home/insights/2016/12/china-tax-alert-36.html 
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